
消費税納税額の計算方法 

 
    ケース 1                                                   ケース 2 

                                納める消費税                払戻し予定額  

a) 預かった消費税                 ( a – b )                    ( a – b )                  b) 払った消費税 

                                                            

(b)払った消費税           (a) 預かった消費税        

       

 

  

 現行ルール 

     ケース 1 でもケース 2 でも 「(b)払った消費税」 の実際の金額を領収書や請求書等で証明する必要があります。 

     相手が消費税の申告・納税をしているかどうかは問われません。 

 

        1) 発行者の名称 

        2) 発行日 

3) 内容  

4) 金額 

5) 受取人名 

        6) 軽減税率の適用項目 

        7) 各税率の小計 

 

 

2023 年 10 月からの新ルール 

    ケース 1 でもケース 2 でも 「(b)払った消費税」 の実際の金額を領収書や請求書等で証明する必要があります。 

     相手が消費税の申告・納税をしていることを示す「登録番号」があることが条件となります。 

 
        1) 発行者の名称 

        2) 発行日 

3) 内容  

4) 金額 

5) 受取人名 

        6) 軽減税率の適用項目 

        7) 各税率の小計 

        8) インボイス登録番号 

        9) 各税率の税額小計 

 

 

 

 



なぜ、この新ルールは小規模事業者に大きな影響を与えるのでしょうか?     

    インボイス制度における正式な “登録番号” は 「消費税の申告納税をしている事業者」だけに発行されるからです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

この場合、A さんは取引上、有利になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、B さんにとってはどうでしょうか? 

 
※B さんは登録番号の発行申請書を作成して税務署に提出すれば、インボイス制度上の登録番号を取得できます。 

領収書下さい。 

100 円 
＋10 円（消費税） 

100 円 
＋10 円（消費税） 

登録番号のある領収書を発行できる 

A さん 

登録番号のない領収書しか発行できない 

B さん 

2023年10月1日～ 

（A） 
受け取った消費税 

（B） 
支払った消費税 

会社が払う消費税 
（AーB） 

A 氏 

B 氏 

2023年10月1日～ 

（A） 
受け取った消費税 

会社が払う消費税 
（AーB） 

（B） 
支払った消費税 

良かった!この消費税(10 円)は 
消費税の納税額計算をするときに 
「支払った消費税」として差引 OK! 
インボイス登録番号があるからね。 

私は消費税の申告・納税を 
しているから「登録番号」つきの 
領収書を発行できますよ! 

残念ですが…この消費税(10 円)は 
消費税の納税額計算をするときに 
「支払った消費税」として差引できない。 
インボイス登録番号がないからね…。 
次からは他の人から買うことにするよ。 私は消費税の申告・納税は 

していない。「登録番号」つきの 
領収書は発行できない…。 


